
 

 

 

 

 

１ 改正の理由 

  老朽化した建物を解体した住宅及び、契約期間が満了したため建物所有者に返還し

た住宅について、市営住宅としての用途を廃止するとともに、横浜市営住宅条例の別

表から住宅名を削除します。 

 

２ 用途を廃止する住宅 

・栗田谷アパートＡ棟Ｂ棟（４８戸） (所在地：神奈川区栗田谷３６番５２号) 

昭和２３年に建設された築６６年のＲＣ４階建 

   老朽化した建物を、今年度解体しました。 

   なお、入居者は栗田谷ヒルズに住替えを行いました。 

 

・上星川住宅（１戸）   （所在地：保土ケ谷区上星川三丁目８番９号） 

昭和２４年に建設された築６５年の木造平屋建 

当初は７０戸でしたが、払下げ等を進めた結果、市営住宅として１戸残りました。 

平成２５年９月に入居者が死亡し、住宅が返還されましたので、すでに耐用年数

が経過していた建物を解体しました。 

 

・桜ケ丘住宅（１戸）   （所在地：保土ケ谷区桜ケ丘二丁目１２番３３号） 

昭和２４年に建設された築６５年の木造平屋建 

当初は４７戸でしたが、払下げ等を進めた結果、市営住宅として１戸残りました。 

平成２４年３月に入居者が死亡し、住宅が返還されましたので、すでに耐用年数

が経過していた建物を解体しました。 

 

 ・ノーブル壱番館（２戸）  (所在地：都筑区中川三丁目３７番７号) 

   平成６年にヨコハマ・りぶいんとして建設されたＲＣ造４階建ての共同住宅のう

ち、空室２戸を既存ストックの活用として、平成１８年に借上型市営住宅に転用し

ました。 

平成２６年１１月にヨコハマ・りぶいんの契約期間が満了し、所有者と協議した

結果、建物を返還しました。 

なお、入居者は別の市営住宅に住替えを行いました。 

 

３ 施行日 

  公布の日 

建築・都市整備・道路委員会

平 成 2 6 年 1 2 月 1 9 日

建 築 局

横浜市営住宅条例の一部改正について 


